
１） 本人・家族・支援者に向けた情報発信の場としてのＨＰ開設、冊子の発行。地元
　　メディアとのネットワーク構築を図り、各関連機関の実践や、支援施策の計画内容
　　、進捗状況を随時発信する。　地域に散在する使える資源を把握、集約し、自閉
　　症・発達障害サポートに関する情報発信の拠点とする。

４）　周辺地域の自閉症・発達障害への理解について、「どのような障害か知っている」
　　 というレベルから、「どのようにサポートすれば良いか知っている」という、実質的な
　　支援につながる、「意味のある理解」　に繋げることが可能となり、「安心して生活で
　　きる名古屋市」 への基盤を作ることが出来る。

２）　「誰でも使える支援プログラム・アプリケーション」 を分野別に用意することで、
　　現場において一定の専門性さえ有していれぱ、突出した才能がなくとも、品質の
　　高い支援が提供できるようになる。　ＩＥＰなどの個別プログラムの中で継続的にフ
　　ォローすることで、ライフステージの節目毎に、同じ事を何度も説明するような、親
　　への過剰な負担を排除でき、個々人への支援の方向性も一貫したものとなる。
　　＝「生涯に渡るサポートの実現」が現実味をおびる。

１）　欲しい情報が、使いやすい形で、迅速かつ確実に入手できるようになることで、
　　日常生活での不安･困難が軽減される。　最初の段階で、市の支援計画に、当
　　事者ニーズが反映され易くなるため、無駄な時間、お金の浪費を抑制できる。
　
　　　教育現場、医療・療育機関など、各地域での秀逸な取組み状況を広く伝えて
　　いくことで、「知恵の共有」が可能となり、また、成果を挙げている人・組織を正当
　　に評価できる。

３）　特に保健師が、自閉症・発達障害に関する専門レベルの知識を習得することで、
　　乳幼児検診でのスクリーニング精度が向上し、「早期発見⇒早期療育」実現への
　　足がかりとなる。　「聞くだけ」の研修から、ワークショップ形式の研修を実施するこ
　　とで、実質的なレベルアップを促すことが可能となる。

４）　マスメディアとのコネクションを形成し、広報活動への協力を働きかける（ケーブ
　　ルＴＶ・新聞・地域広報誌・回覧板等）。ポスター啓発、機関紙の発行など、市政
　　と協力して実現可能な方法については、企画提案を主体的に行ない、進捗状況
　　をＨＰで公開する。

　　　地域生活を営む上で関わりが生じる、警察・消防・救急・医療機関・行政窓口・
　　地域店舗・学校に対しての啓蒙啓発企画を立案、実行し、（セミナーだけでなく、
　　自閉症体験を含んだロールプレイなど）、参加協力を呼びかける。（必要に応じて
　　、親の会と協同する）　また、現場への巡回、ヒアリングを実施の上、その効果を
　　検証、公開する。
　

２）　それぞれの現場に滞留しているノウハウ・問題点を集約するためのフォーマットを
　　作成し、支援センターに生データを集約・蓄積する。　そのデータを元に、大学や専
　　門機関と協同し、現場の人たちが標準的に使える「支援プログラム・アプリケーション」
　　を開発する。アプリケーション開発の場は、大学院の研究生などにとっては「宝の山」
　　であり、開発チームには無償での参加を呼びかける。

　　　効率的にデータ収集・共有するためのツールとして、グループウェアを活用。学校、
　　行政、民間など、主要な関連機関に導入する。ＩＥＰ、ＩＨＰなどのデータはカルテのよ
　　うに支援センターで管理・フォローし（希望者のみ）、生涯を通じての個々の特性に合
　　致した適切なサポートを実現する。

３）　国・地方行政へ、小児科医師・他専門職（教員免許等）の免許取得の際には、
　　自閉症・発達障害に関する講座の履修義務づけ、一定量の試験問題への盛り
　　こみを、また、小児科医師についてはスーパーローテートの中に、自閉症・発達
　　障害の内容を盛りこむよう働きかける。

　　　特に早期での関わりが生じる、保健師、保育士、学校教員については、実践、
　　研究発表を含めた専門職に相応しいワークショップ形式の研修を実施する。（対
　　象者全員が研修を受けるよう計画を立て、保健所、教育委員会に協力を依頼す
　　る。）　定期的に保育園･学校、就労機関等への巡回指導を行い、実態を把握し、
　　公開すると共に、アドバイスや支援も行う。

４）　地域に根ざした啓蒙啓発活動・企画の展開。（メディア、ポスター、冊子などを積
　　極的に活用）　支援団体の勉強会や講演会への講師斡旋や派遣、アピールを行う。

２）　グループウェアを利用した関係各機関をつなぐＨｕｂ的機能を担う。（情報の円滑な
　　更新・最新情報にどの機関からでも更新でき、さらには閲覧できる環境の構築） 現
　　場に散在するノウハウを支援センターに蓄積、「使える支援プログラム、アプリケーシ
　　ョン」の開発を、大学や専門機関とのパイプとなり、開発し・現場へフィードバックする。

３）　発達障害者支援に関する、各分野の専門家養成プログラムを開発・運用し、人材
　　を登録、人材バンクとして機能する。　学校など現場への巡回指導を合わせて実施
　　する。

４） 　●身近な地域・コミュニティーへの啓蒙啓発

１） 　●情報集約・発信　（情報一元化）

２） 　●関係機関の連携、アプリケーション開発　（コーディネート機能）

３） 　●人材育成・リソースセンター機能　（専門家のための専門機関）

■検討項目：　主要機能　（連携・人材育成・啓蒙啓発）

●当事者が望む名古屋市発達障害者支援センターの機能

１．基本機能　（タイトル）

2．機能説明

４．効果

●サポートマップ

主要機能

Ｈｏｗ（どんな方法で）

Ｗｈｏ（誰が）
１）●情報集約・発信（一元化）

Ｗｈａｔ（望む状態）

２）●関係機関の連携、
　　　アプリケーション開発

３）●人材育成、
　　　リソースセンター４）●地域への啓蒙啓発

・必要な情報がすぐほしい。
・整理されて使いやすい情報を提供してほしい。
・各地域での取り組みの実態が知りたい。

ライフステージの節目で
途切れることのない、生涯
に渡る、支援プログラムが欲しい。

・縦横の連携を密にした
支援体制を構築して欲しい。
・地域毎の支援のバラツキを
小さくして欲しい。

・支援に関わる専門職の
資質を向上させてほしい。
・発達検診における’すり
抜けを防止して欲しい。

・近所、周辺地域の人たちに
自閉症・発達障害を正しく
理解して欲しい。

情報の集約・発信（一元化）
地域に散在するサポート資源を発掘、
集約し、フロー形式など、使い易い形に
整理した上で、発信する。

当事者とのネットワーク
施策の短・中・長期計画と、
当事者ニーズの整合性を
オープンに公開

支援センター

地域資源

集約
各現場の課題・ノウハウの蓄積
　フォーマットの作成

支援プログラムの研究開発
大学・専門機関からメンバー
を召集し、支援プログラム・アプリ

ケーションを開発する。

グループウェアの活用
・関連機関、部署との情報一元化
・ＩＥＰ、ＩＨＰの継続フォロー

支援センター

ﾁｰﾑ編成
大学、
専門機関

専門医・専門職の確保
・国・行政への施策提言、フォロー

専門職への研修強化
・ワークショップ形式の研修

人材バンク
・資格認定制度
・各種専門職の人材登録

現場への巡回指導
・教育、就労、福祉、行政など

支援センター

支援センター

・保健師
・保育士
・教員

急務

・履修義務化
・ｽｰﾊﾟｰﾛｰﾃｰﾄ

マスメディアとのコネクション
・広報、啓発活動

・ポスター啓発
・機関紙発行

啓発企画イベント
・ロールプレイ
・自閉症体験

支援センター

親の会

共同開催、
バックアップ

TV(ケーブル)、新聞、
地域広報紙、Ｗｅｂ

３．機能の具体ケース

１）　利用できる様々な資源・サービスを、「誰もが使える」ように、フローチャート式に整
　　理し公開する。短期・中期・長期の市の支援計画・進捗状況を、親の会から吸い上
　　げた「当事者ニーズ」と照らし合せた形で、情報発信する。　「誰もが使える」形に体
　　系化された、支援プログラム、アプリケーションをＨＰ、紙媒体を通じて現場に提供する。
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４）　発達障害児の幼児教育には、時として個別に対応可能なサポート体制が求められる。
　　しかし，現状では必ずしも加配が少ないため、一部の園では発達障害児の受け入れ
　　拒否をしている現状がある。名古屋市内に特別支援を必要としている園児がどれほど
　　いるのかの基礎調査を行い、そのサポートに必要な教員体制のモデルを作るとともに、
　　教育委員会へ働きかける。

　　　現在は知能指数を基準として手帳の発行を行っている。しかし、知能指数では発達
　　障害の程度を量ることはできないため，センターが中心となり専門家委員会により「発達
　　障害手帳」発行の基準作りを行い、関係機関へ働きかける。４）　●幼児教育の人的強化事業　（幼稚園・保育園の保育士の人的強化を図る事業）

５）　●情報収集と提供事業　（各種情報の収集と提供を図る事業）

１）　基礎情報を共有化することにより，より継続的な療育・サポートが可能となる。　同じ事
　　を親が何度も何度も繰り返し先生方に訴える必要が無くなる。　いろいろな場面での障
　　害児の振る舞いを総合的に理解することが可能となる。

２）　現在行われている乳児検診を有効利用することで早期発見が可能となり，早期療育へ
　　と直接的につながる。最近では，早期療育の重要性が叫ばれているが，現実問題として
　　早期発見の具体的アクションが無いの現状である。また、早期療育には親の協力が必要
　　不可欠であるが、親の障害受容により，早期療育が可能となる。

４）　教育委員会等に働きかけて，保育園・幼稚園の障害児受け入れ枠の増大，保育士の
　　加配の働きかけ，障害者・寮育手帳配給の基準の見直し(推進)

１）　ＩＥＰチームの編成、評価と管理、発達障害児に対応したマニュアル・アプリケーション
　　作成

２）　現在行われている１歳半，３歳児検診をより有効に利用し，発達障害児の早期発見と
　　障害児の家族の受容プログラムの確立。

３）　発達障害をより深く理解してもらうために，保育園や幼稚園に専門家を派遣し巡回指導
　　を行うとともに，親も含めて相談窓口の役割を果たす。

１）　●ＩＥＰ推進事業　（生涯に渡り継続したサポート体制を推進する事業）

２）　●早期療育・サポート事業　（早期発見・親の受容プログラムを作る事業）

３）　●幼児教育の質的強化事業　（幼稚園・保育園の療育支援体制の強化を図る事業）

検討項目：　保育　（対象年齢：０才～６歳）

●当事者が望む名古屋市発達障害者支援センターの機能

１．事業名　（タイトル）

2．事業内容

５）　情報ネットワークの構築とホームページや小雑誌による情報提供

５）　　発達障害児の親は「発達障害児に対する理解のある医療機関、生活機関（床屋さん
　　等々）」の情報を欲している。このような情報をセンターが中心となって収集するための
　　情報網の設置を行う。情報提供者として、発達障害児の親。NPOなどの民間機関。教育
　　機関、医療機関等々が考えられる。収集・発信する情報として、医療情報，生活情報，
　　支援グループ情報，セミナー情報，相談窓口情報等々，生活に密着した情報から医療・
　　療育情報までをカバーして発信する。

●サポートマップ

Ｗｈｏ（誰が）

４）●幼児教育の人的強化事業

Ｈｏｗ（どんな方法で）

親の障害に対する受容を
図り、早期サポートを実現
させる。

幼稚園・保育園における
療育体制の強化　(量の確保)

幼稚園・保育園における
療育体制の強化　(質の確保)

名古屋市内に、特別な支援
を必要とする園児がどれほど
いるかの把握、それに見合っ
た保育士の加配

支援センター

関係諸機関

改善提言
・要求

保育士に、発達障害に関する専門的
知識を提供するとともに、巡回指導
による障害児の指導法の教授

・保健師向セミナー
・専門家の巡回指導

地域療育センター

・健常児への発達障害の
　理解教育プログラムの作成
・巡回指導等、スケジュール管理・チェック

支援センター

園児たちに、分かり易く「発達障害
を理解できるような、指導法を保育
園・幼稚園に提供

・プログラム提供
・障害児の親への相談窓口の設置

・基礎調査の実施
・適切な指導体制の検討
・発達障害者手帳制度の検討

地域療育センター

３）●幼児教育の質的強化事業

１歳半・３歳児検
診をより有効に使
う。発達障害の疑
いのある乳児につ
いては療育センタ
ー・児童相談所へ
の報告の義務化。
また、発達障害児
の親に対して受容
のためのサポートを
行う。

・早期発見マニュア
　ルの作成
・保健所への「発達
　障害」理解の促進
・親の受容のための
　プログラムの作成
・療育センターにお
　ける受容プログラ
　ムの実施

支援センター

地域療育センター

プログラム作成
リーダー

実施・運用

２）●早期療育・サポート事業

幼稚園・小学校・中学校・高等学校
で分断されている療育情報の共有に
より継続的な療育制度の作成・管理。

IEPシステムへのアクセス
・親
・療育センター
・教育機関
・医療機関

支援センターシステム管理・
運用指導、推進

ＩＥＰ システム
（アプリケーション）

利用 PDCA

Ｗｈａｔ（望む状態）

１）●ＩＥＰ推進事業

生涯継続したサポート
体制を作る。

情報提供ネットワーク構築
・親　　・教育機関
・NPO ・医療機関
・その他支援組織　・・・・・

支援センター

・親
・教育機関

・市役所
・保健所等

情報誌
を設置

ＨＰを活用

IEPシステムの作成チームを編成
・療育センター
・教育機関（幼稚園～高校
・医療機関
・保護者

セミナー開催・イベント情報情報・
医療情報・生活情報等を統括し、ホ
ームページ・広報誌で情報を提供

５）●情報収集と提供事業

各種情報の提供を
して欲しい

３）　発達障害児は、幼稚園・保育園の先生方に「親のしつけが悪い」結果と勘違いされてき
　　た経緯がある。発達障害を幼稚園・保育園の先生方により正確に理解して頂くためのセミ
　　ナーの開催を企画する。

　　　また、幼稚園・保育園に専門家を巡回派遣し、現場の先生方に発達障害児に対する対
　　応の実地指導等を行い、相談窓口としての機能も果たす。一方、健常児に「発達障害」を
　　理解できるプログラムを作成し、各保育園・幼稚園での実施を促す。

１）　支援センターが中心となり，幼稚園から高校までの教員・保健師・心理士等からなる専門
　　チームが、生涯にわたって有効利用可能な個別支援システムを作り，運用する。
　　このシステムには，親・教育機関・医療機関等からそれぞれにアクセス・記録することにより、
　　相互の情報の共有化を図る。幼稚園から小学校，小学校から中学校へ・・・情報がスムーズ
　　に伝達されるシステムの構築が望まれる。

２）　乳幼児検診に関わる保健師に対し、定期的に支援センター認定の専門家が研修を実施
　　し、保健師の知識増強を図る。支援センターが中心となり専門家チームを編成し、発達障
　　害チェックポイントを洗い出し、マニュアル・ガイドライン・ビデオを作成。発達障害児の親
　　の障害受容が、早期療育への近道であるため、受容プログラムの作成と実施。

３．事業の具体ケース

４．効果

３）　幼稚園や保育園の先生方は，現在，発達障害児に対する対応に困惑しているのが現
　　実である。より専門的な知識，技術を身につけることで，より効果的な療育が可能となる。
　　また、先生方や親の相談窓口をはっきりすることで，困ったときの精神的な安定を図るこ
　　とができる。また，健常児への幼年期からの「発達障害」理解により、障害児に対するいじ
　　め等を減らすことに効果が期待できる。

４）　最近の文部科学省の発表では，６％強の発達障害児の存在が示唆されている。しかし
　　ながら，これらの子供達を十分にケアーできる幼児教育体制とはなっていない。これら
　　の子供達を安心して任せることのできる教育体制の早期確立が可能となる。また，境界
　　線児として十分な福祉の対象となっていないのが現状であり，手帳の発行により必要な
　　支援を福祉制度の中で、平等に受けられる。

５）　発達障害児を抱える親は，床屋へ行くことさえ，憂鬱の原因となっている場合がある。
　　また、病院でも「しつけの悪さ」を言われたりする場面もしばしばあり，とかく親が閉じこも
　　りがちになる。種々の情報を提供することにより，親が安心して行動し，セミナーに参加し
　　・・・という、わが子に対して前向きな状況ができあがることを期待できる。

     保育
(早期発見・療育)
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４）　発達障害児への理解，啓発をねらった、普通学級向け授業プランを作成すると
　　ともに、学校に対して啓発活動の推進を提言し、実際の授業もサービスとして提供
　　する。

３）　支援センターにおいて、個々の情報は親からの依頼によりすべて検索できるよう責
　　任をもって管理する。この情報管理体制の中，”駆け込み寺”として緊急時に速やか
　　に対応できるよう機能させる。保護者に限らず，学校やデイサービス事業者等からの
　　緊急対応（相談）にも対応する。　（保護者の同意は必要）

１）　行事や教科にとらわれない，個別の発達支援の視点からの教育を個々に必要な
　　課題に絞って推進することが可能になる。また，支援センター（市全域）および養護
　　学校（担当区）の発達障害児が平等に統一された教育プログラムの恩恵を受けるこ
　　とができる。　また、専門職に見合う研修を実施することにより、それらが可能とする。

１）　ＩＥＰに基づいた「個別」の教育支援を推進･管理する。また、学校等に対してＩＥＰ
 　 作成や実際の指導に関わる研修、定期巡回相談を養護学校・教育センターと連携
　　して行う。

４） ●啓発教育事業

１） ●IEPによる教育支援推進事業

２） ●教育機関評価・調整事業

３） ●緊急時対応事業

検討項目：　学齢期の教育支援　（対象年齢：７歳～18歳）

●当事者が望む名古屋市発達障害者支援センターの機能

１．事業名　（タイトル）

２．事業内容

３．事業の具体ケース

●サポートマップ

Ｗｈｏ（誰が）

学齢期教育支援
(7歳～18歳)

ＩＥＰをベースとした、本人の将
来イメージにつながる、意味の
ある教育を受けたい！

児相

支援センター

支援会議アドバイザー

いじめ・差別の撲滅！発達障害
に対する正しい理解をして欲しい

支援センター

養護学校
（地域の教育拠点）

Ｗｈａｔ（望む状態）

２）●教育機関評価・調整事業

３）●緊急時対応事業
１）●ＩＥＰによる教育支援事業

・名古屋市の発達障害児に対する
取り組み状況を見えるようにして欲
しい。もし、当事者ニーズとかけ離
れていれば私たちの声を、しっか
りと吸い上げてほしい。

支援センターに行けば，なん
とかなる！　「=最後の砦」

ＩＥＰの結果集約・管理

ＩＥＰ書式の作成・標準化

普通学級向け啓発授業の
開発・提供
（自閉症体験授業の提供など）

児童・生徒向け，副読本（啓
発）の出版、啓発教材の作成

市政・システム・学校へ
の提言機能

教育行政・学校の諮問
機関・評価機関
★センター指定のサー
ビスを活用している学
校をHPで公開する。
=頑張っている学校が
分かる。(さぼっている
学校も分かる)
★教育委員会へ常に
施策を提案し、そのプ
ロセスをHPで公開す
る。

養護学校内に窓口を設置

「特別個別会議」を実施。
この会議ではセンターの責
任のもと解決策を講じる。

●ＩＥＰﾁｰﾑの設定（幼児期から）
保護者、担任教師、心理士
（理想は専門医）３者での
ＩＥＰ作成及び実行

記入・報告教員対象の研修、
セミナーの開催
（ワークショップなど
　実践形式の研修要)

Ｈｏｗ（どんな方法で）

協働
情報共有

支援センター

独立行政法人国立特殊教育
総合研究所 （NISE)が開催す
る各種研修への参加(支援セ
ンター職員、養護学校のコー
ディネーターは必修)

ノウハウ蓄積 　◎コーディネーター育成
・支援センターの担当と養護学校のコー
ディネーター　（各校１人以上）が直接連
携（幼・小・中の事案も含む）
・養護学校のコーディネーターとエリア内
の幼・小・中の担当者が直接連携

４）●啓発教育事業

養護学校協働

ノウハウ蓄積

２）　保護者，学校間での協議に対して，発達障害児支援の観点から介入し，建設的に
　　調整し、学校の教育活動を支援の立場から評価し、よりよい教育環境を整備する。

３）　保護者からの緊急の相談に対応し，市、区の福祉課・当事者団体との連携を速や
　　かに行い，発達障害児サポートの窓口として機能する。養護学校に窓口（出先）を
　　設置して利便性を高める。

４）通常の学級児童に対する，発達障害児理解を深める啓発，教育活動を推進する。

１）　保護者が支援センターで管理されているカルテ（心理検査結果，過去の支援情報
　　など）の提供依頼を実施。担任をリーダーとし養護学校のアドバイスを受けながら、
　　ＩＥＰを作成。作成されたＩＥＰは保護者との協議・同意のもと実施される。

　　　実施されたＩＥＰは、支援センターへ報告され、支援センターにおいて管理される。
　　移行時 （幼→小，　小→中・・・・・養護→就労）については、IEPを基にした引継ぎ会
　　議を実施し、支援内容および結果を支援センターに報告、センターが最終チェック
　　を行う。

　　　また、センターの教育担当、養護学校のコーディネーターは教員への指導を行うに
　　ふさわしいスキルが必須となるため、国立特殊教育総合研究所が実施する各種研修
　　(自閉症、高機能自閉症　、LD・ＡＤＨＤ、等　各々１ｗｅｅｋ～４ｗｅｅｋ程度の研修あり）
　　を必修とする。センターは教員対象の実践セミナーを開催し、教員・学校全体のボトム
　　アップを図る。

２）　保護者の教育に対する悩み，不安等を，学校ではない第３者（中立）機関として
　　吸い上げ、学校，保護者の協議に発達障害児の専門機関としてアドバイスし調整
　　する。　（直接的な相談業務は行わない）
　
　　　教育委員会ほか教育，特別支援教育関連団体，学校と連携し，教育活動・教育
　　行事，学校施設・設備ほか，発達障害児支援の立場から，教育環境を常にチェック
　　し、公開。よりよい環境の整備を促す。

４．効果

２）　子供を預けている保護者の誰もが、学校に対する率直な意見を述べる機会を保証
　　することができ、多くの意見を参照することが可能となる。開かれた教育現場になる
　　一助となる。

３）　福祉，医療，教育，就労ほか個別の情報を集約管理することで，継続的な支援が可
　　能となる。このことが、緊急時の速やかな対応につながり、安心して発達障害をもつ子
　　どもを養育できる環境が整う。

４）　発達障害への理解が進むことによって、障害のある児童が学校内における不公正な
　　不利益を被ることをなくす。また，発達障害児・者が社会の一員として自立的な生活を
　　送るために欠かせない，社会全体からの理解を得るための一助となる。

支援センター

市・区の福祉担当部

教育センター

教育委員会教育センター

教育委員会

学校
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４）　自閉症・発達障害者への支援は専門性が必要であり、不適切な指導・サポートは、時
　　により、取り返しのつかない事態を招く危険性をはらんでいる。このような状況において、
　　ジョブコーチの信頼性を担保するためには，支援プログラムの品質保証に加えて，ジョブ
　　コーチの品質保証が重要であり、この認定資格はジョブコーチ本人の技量の客観評価
　　をする上で効果を発揮する。 また、福祉系大学とのネットワーク構築・リクルートにより、
　　量の確保も期待される。

３）　福祉的就労・企業・労働組合・経済団体と、就労を取り巻く全ての組織に、共通した理
　　解が浸透することで、就労機会の拡大・安心して働ける環境の整備、を進める土台を構
　　築することが出来る。

４）　支援センター認定のジョブコーチ資格制度を設け、本人への就労指導及び、各職場
　　での環境整備のキーマンとなる専門家を養成し、企業・作業所へ派遣する。福祉系大
　　学とのネットワークを構築し、福祉専攻学生のリクルートにより、人材発掘を強化する。

１）　ハローワークと協同し、自閉症・発達障害者ハローワーク（窓口と専門部署）を設
　　置する。　作業所、特例子会社、企業など、様々なニーズに対応できる求職/雇用
　　情報集約・一元化し、HP・冊子を通じて発信する。

　　　就職を希望する発達障害者本人の登録制度を設け、ニーズに応じた環境の整
　　備、雇用機会の拡大を行う。

２）　幼児・学齢期からのＩEP、IHPのデータを引き続き活用・継続サポートし、各々の特
　　性を活かしながら就労に導くための、プログラムを作成する。そのプログラムを活用し、
　　相談業務、本人へのトレーニングなど直接支援の部分は、障害者雇用支援センター
　　と協同する。企業へのインターン制度導入を推進し、幅広く支援を展開する。

３）　企業・雇用主・労働組合へ雇用機会の拡大を働きかける。　専門の相談員を派遣し、
　　自閉症・発達障害をもつ人たちへのサポートの仕方について指導、円滑な就労の定
　　着を推進し、職場での問題解決に努める。

　　　中経連・名商等経済団体とのネットワークを構築し、定期会合の場をセットする。一定
　　規模の企業においては、専門家による相談ルームの設置推進に努める。　企業の障害
　　者雇用率の専守率を公開すると共に、特例子会社設立・運営コンサルティングなど、雇
　　用率アップにつながる提言・サポートを実施する。

４）　発達障害者本人への職業指導はもとより、就労の場において、環境の問題点を雇
　　用側へ指摘し、本人の特性に合致した環境の構造化を実施できる、専門家を養成
　　する。

１）　障害者の求人情報の提供にとどまらず、就労・雇用に関する様々な情報を一元
　　化し、HＰ・冊子などを通じて発信する。

２）　障害者雇用支援センターと協同し、発達障害者支援センターは、障害者本人が
　　就労にたどり着くための支援プログラムの開発、及び　コンサルティング推進支援
　　を行う。

４） ●認定ジョブコーチ養成事業

１） ●求職/雇用情報 提供事業

２） ●就労コンサルティング＆トレーニング事業

３） ●就労環境整備事業

検討項目：　就労支援

●当事者が望む名古屋市発達障害者支援センターの機能

１．事業名　（タイトル）

２．事業内容

３．事業の具体ケース

４．効果

●サポートマップ

Ｗｈｏ（誰が）

支援センター

就労支援３）●就労環境整備事業

１）●求職/雇用情報提供事業 ２）●就労コンサルティング＆トレーニング事業

Ｈｏｗ（どんな方法で）

４）●認定ジョブコーチ養成事業

Ｗｈａｔ（望む状態）

就労にたどり着くための、
共通した地図と道先案内
人が欲しい。

障害者雇用・求職情報の
一元管理と提供をして欲しい。

雇用情報の集約・提供
ハローワーク、圏内の雇用主、
企業から最新の情報を集約。
ＨＰ、冊子により情報提供する。

安心して、楽しく働ける
職場環境が欲しい。

自閉症・発達障害へのサポ
ート技術・知識を有したジョブ
コーチを育成し、必要な量を
確保して欲しい。

人材登録制度
求人情報とをつなぎ、
当事者の最新ニーズ
を把握する。

支援センター

発達障害者ハロー
ワークの設置

データ蓄積

ハローワーク

発達障害者の支援
に関する、知識・
技術的サポート

就労訓練･支援プログラム
ＩＥＰ、ＩＨＰを継続フォローし、
就労につなげるプログラムを
作成。プログラムに沿って
支援を実行していく。

障害者雇用
支援センター

プログラム
　作成 本人・家族への直接支援

協同

インターン制度
お試し雇用の実施

就労専門相談員

職業適性の判定

障害者雇用
支援センター

支援センター

企業・
雇用主

サポート

福祉専攻学生の
リクルート

障害者雇用
支援センター

協同

企業・
雇用主

派遣、付き添い
サポート

ジョブコーチ養成・運営プログラム
ジョブコーチ（職業適応援助者）
養成プログラムを作成し、質と量
の確保を目指す。
　→認定ジョブコーチ養成塾の開講

ジョブコーチ認定資格制度
自閉症・発達障害をもつ本人へ
の就労援助及び、各職場での環
境整備のキーマンとなる専門家
を養成する。

支援センター

支援センター

労働組合への
働きかけ

中経連・名商等
経済団体との定期
会合

企業・雇用主への
働きかけ

障害者雇用率アップ
、インセンティブ
企業の雇用率公開、
特例子会社の設立推進
サポート。

専門の職業相談員配置
・雇用主、企業を対象と
した、相談員を配置し、
雇用の働きかけを実施。
・企業内部には、本人も
相談できる、相談ルーム
を設置。円滑な就労
定着を随時サポートする。

巡回、説明会を
定期的に実施

専門家派遣

３）　企業・雇用主・従業員への啓発を行ない、自閉症・発達障害をもつ人たちが安心
　　して働ける雇用環境を構築。また、特例子会社の設立・拡大に関する支援を行う。

支援センター

１）　求職・雇用に関する就労情報を本人・家族が入手し易くなると共に、発達障害をもつ
　　人たちのニーズと現状を照らし合せることで、「何が」・「どれだけ」不足しているか？を
　　常に把握することが出来るようになり、タイムリーな施策を迅速に講じることが可能となる。

２）　幼児期、学齢期に作り上げられた個別支援プログラムを有効活用できる。　また、就労
　　支援プログラムとして、支援センターがアプリケーションを作成することで、特別な才能が
　　なくとも、一定の専門知識と技術があれば、質の高い就労サポートが可能となる。

　　　直ぐには就労につけない状態の本人についても、訓練・インターン制度を利用すること
　　で、就労への意欲と希望を持ちつづけることが出来る。
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４）　本人への支援内容が多くの人の目に触れることで、ありがちな過ちの防止にもつな
　　がり、事業者側は良い評価を得るために継続的に創意工夫することが期待できる。

１）　障害児者が地域で支援を得て安心して暮らすベースとなる安全ネットを構築できる。
　　加えて、障害に対する地域の理解の促進が図れる。

２）　地域の最小構成単位である学区で、障害児者が普通に生活することのできる基盤
　　（含む問題への対処）が構築できる。

３）　「親亡き後」の心配を排除し、且つ財産を巡るトラブルの未然防止。

４）　支援センターは、成年後見事業主・法人が後見事業を適正に実施しているか、否か
　　を巡回チェックする。客観的な評価基準を設定し、その基準に照らし合わせた上での
　　評価結果を一般公開する。（欧米の企業格付けのイメージ）

１）　障害児者が犯罪に巻き込まれないように、あるいは巻き込まれたときの権利擁護
　　を図るべく、地域の警察・消防への理解を促進。医療機関やコンビニ等に、障害
　　児者に対する支援の仕方をパンフレットや説明会などで啓発。

　　　また、消費行動における注意点を本人や親に対するロールプレイ等を通じて刷
　　り込み。

２）　市の単位で、警察・消防等との接点を築き、地域の親の会・事業者・ＮＰＯ・ボラン
　　ティアにも参画を促す。繰り返していく中で、地域の核となる人材を発掘し、地域単
　　位での活動に結びつける。

　　 最終的には、権利擁護から地域生活全般に関わる問題に対処できるコーディネー
　　ターを出来れば学区単位に設置。

３）　成年後見の制度要件をとりまとめ、利用者たる障害者本人・親に対する必要性の啓
　　発を実施し、あわせて、各地域での成年後見事業者の候補となりうる弁護士事務所
　　・法人に対して事業立ち上げも含めた説明と起業依頼を実施。

４）　上記が進展した後、成年後見事業を担う弁護士・法人のサポート内容をチェック
　　する仕組みとして、支援センターが第三者機関の立場で評価を行う。

１）　警察・消防・医療機関・コンビニ等への理解と支援を求め、障害児者の安全ネ
　　ットを構築。また、消費生活におけるセルフアドボカシーを支援

２）　上記を進めるために、親の会・事業者・ボランティア・民生委員等から人材を発
　　掘し、学区単位での巡回コーディネーターを養成

３）　成年後見についての当事者への啓蒙と、成年後見が可能な弁護士事務所・Ｎ
　　ＰＯ法人を発掘し、需給の一致を図る

４）　●第三者評価事業

１）　●警察プロジェクト推進事業

２）　●巡回コーディネーター養成事業

３）　●成年後見制度推進事業

検討項目：　権利擁護 (Protection & Advocacy）

●当事者が望む名古屋市発達障害者支援センターの機能

１．事業名　（タイトル）

2．事業内容

３．事業の具体ケース

４．効果

●サポートマップ

Ｗｈｏ（誰が）

自らが住む地域（学区）に、
権利擁護の必要性を理解し、
活動効果を波及させる土台
をつくるキーマンが欲しい。

２）●巡回コーディネーター養成事業

Ｈｏｗ（どんな方法で）

４）●第三者評価事業

Ｗｈａｔ（望む状態）

発達障害をもっていても
安心して暮らすことができる
世の中にして欲しい。

１）●警察プロジェクト推進事業

３）●成年後見制度促進事業

「親亡き後」の不安を
解消したい。

安全ネットの構築

安全の「キーパーソン」は
警察だけでなく、消防・救急、
医療、消費生活に関わる組
織・人が含まれる。これらの
人・組織に、「支援の仕方」
を、説明会やパンフレットで
啓発する。

本人・親へのサポート
消費生活における注意点を
ロールプレイ等を通じて指導
していく。

支援センター

警察

消防
医療

店舗
（コンビニ等）

消費者生活センター
協働

人材の発掘
警察プロジェクトの活動を
通じて、各地域で核となりうる
人材を発掘し、コーディネー
ターとして養成する。

親の会 ＮＰＯ

事業者

コーディネーター養成プログラム
発掘した人材を、コーディネーター
として養成するための、トレーニング
プログラム(アプリケーション)を作成
する。

支援センター

地域の最小単位である
学区単位で人材を発掘

心から安心・信頼できる
成年後見制度が欲しい。親・本人への支援

成年後見の制度要件をとりまとめ、公開。
将来を見据えた、後見制度の必要性を
親・本人に啓発する。
(勉強会、説明会の実施)

成年後見事業の担い手確保
候補となりうる弁護士事務所、
法人などに、後見事業への必
要性理解を促す、説明会等を
実施。起業依頼、及び起業に
向けてのサポートを実施する。

支援センター

親の会

ニーズの
吸い上げ

弁護士事務所 法人

弁護士会
依頼・協力

後見事業・支援内容の評価
成年後見事業を実施する法人・組織
のサポート内容（財産管理状況等）を
チェックし、評価・公開する。
福祉サービス事業所の評価業務も合
わせて行う。

支援センター

評価基準の作成
第三者評価事業を進める上での
客観的な評価基準を作成する。

弁護士事務所

弁護士会

社会福祉士会協働

権利擁護
　(P&A)
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３）　本人・家族の外出機会が増えることで、市民にとっても、自閉症・発達障害の人たち
　　が身近な存在となる。

１）　全国的な流れでもある、「施設から地域へ」の実践となる。　ＧＨでの支援ノウハウに
　　ついては、一部の現場で属人的に、滞留している（あるいは霧散している）　可能性
　　があるため、　自閉症サポートに関するノウハウを支援センターに蓄積し、支援センタ
　　ーが　「使えるアプリケーション」　を作成することで、特別な能力や才能のない人たち
　　でも、一定レベルのサービス提供・サポートが可能となる。

４）　身近な人たちが、発達障害という、目に直接見えない障害特性に対するサポートの
　　仕方を知ることで、ただ単に「どういう障害か知っている」状態から、「どうすれば良い
　　か知っている」　という、まったく次元の異なる理解につながる。

１）　自閉症の障害特性から生じる様々なニーズに対応するため、ＧＨ世話人などを
　　対象とした「サポート技術習得の場」　「情報交換の場」を設置。様々なケースから
　　得られるノウハウを吸い上げ、支援センターに蓄積し、「使えるアプリケーション」
　　を支援センターが中心となってつくり上げる。

　　　自閉症・発達障害をもつ人たちが利用可能な、ショートステイ、医療機関のマップ
　　を作成し、情報発信する。　民間を含めた、各種医療機関への協力依頼・提言を
　　実施し、「自閉症、発達障害をもっています」　とだけ伝えれば、必要なサポートが
　　受けられる病院を増やす。

３）　名古屋市、区などが管理する空き施設、土地を親の会に開放し、余暇活動、訓練
　　の場として有効活用する。 親の会のレクレーション企画や、自閉症・発達障害の人
　　たちが気軽に外出できるお薦めスポットなどをＨＰで発信するとともに、お薦めスポッ
　　トの拡大・整備を行う。

１）　地域生活の拠点として、発達障害をもつ人を対象としたグループホームの設置
　　推進、運営サポート。　緊急時のサポート資源を発掘・拡大し、ＨＰでの情報発信
　　を行う。

３）　余暇活動の場の確保推進。　　安心して出かけられる地域環境の整備・拡大と
　　情報発信。

１）●「生活・暮らし」サポート事業

３）●日中活動・余暇支援事業

４）●理解・啓発推進事業

検討項目：　地域生活

●当事者が望む名古屋市発達障害者支援センターの機能

１．事業名　（タイトル）

2．事業内容

３．事業の具体ケース

４．効果

●サポートマップ

支援センター

※就労以外の日中活動

Ｗｈａｔ（望む状態）

近隣住民、学校・園、企業、
医療、行政（区、市）など、
多くの人たちに正しい理解を
して欲しい。

Ｈｏｗ（どんな方法で）

３）●日中活動・余暇支援事業１）●「生活・暮らし」サポート事業

４）●理解・啓発推進事業

Ｗｈｏ（誰が）

支援センター

民間・ＮＰＯ、社会福祉法人

定期的なの情報
交換の場を設定。

　各種医療機関 巡回ヒアリング、協力依頼

・発達障害者のグループホーム（GH）
設置・運営に関するサポート
①名古屋市の最新状況をHP公開
(ニーズと実情を公開、世話人募集など)
②GH設置マニュアルの作成、公開
③GH運営マニュアルの作成・公開
④GHの運営相談会の実施。
　(個人の相談ではなく、GH単位での
相談会とする。世話人サポート、育成)
⑤オススメ不動産、大家さんなど、
ローカルでも正確な情報の発信。
⑥現場からのフィードバック、ノウハウ
蓄積に努め、「使えるアプリケーション」
を支援センターが作成する。

・地域の中で住む場所を
　確保したい。
　⇒特に親亡きあとの安定
　　した生活の場の確保

・緊急時への対応で混乱
　しないような体制を！

支援センター

小集団方式の研修・
セミナーの実施

研修効果の検証。現場から
のフィードバックに基づき、
研修メニューを改善。

支援センター

ＰＤＣＡ
ｻｲｸﾙの導入

・医療、ショートステイに関する情報発信
①自閉症の人たちを受け入れ可能な
各種病院マップの作成・公開。
②ショートステイの場、空き情報など、

ポスター啓発活動等
の企画立案・実行

市・区 提案・調整

当事者団体の活動を
宣伝（HP、学校などへ
案内書を直接発送)
セミナー等の共同開催

支援センター

相互協力

余暇スキルを獲得する
ための訓練・練習の場が
欲しい。

レクレーションの拠点確保
（空き店舗等の有効利用）

バックアップ

各地域の
民生委員
区長等

協力依頼
・提言

ヘルパー、ボランティアの育成。
事業所向けの支援者研修会を
実施。

飲食店、コンビ二、遊技場への
冊子配布、コミュニケーション
支援ボードなどの設置推進

親の会

レク企画 支援センター

畑の無償
レンタル

市、区

野菜栽培など、農
作業を通じて、日中
活動の場とする。

運営

必要な情報を
一本化して欲しい

親の会、NPO、
社会福祉法人

親の会のレク企画、登録
ボランティア、オススメス
ポット、事業所などの
情報を全て集約し、ＨＰ
で公開。

支援センター

学童の質・量の
確保。

市、区

予算・場所の
確保、提供

地域のレク企画
などへ、登録ボ
ランティアを派遣

学童の空き情報、
秀逸な取組みを
している学童を
ＨＰで紹介。

支援センター

２）●身近なサポーター育成事業

２）　ボランティア、ヘルパーなど、身近なサポーターの育成。

自閉症・発達障害をもつ人
たちのサポートができる身近
な支援者さんを確保したい！

支援センター認定の
登録ボランティア制度。
親の会の企画と連動させる

支援センター

他人の目に怯えることなく、
心から安心して、余暇を有意義
に過ごしたい。出かけやすい環
境を整備してほしい。

市、区

随時
提案

親の会

２）●身近なサポーター育成事業

４）　地域、行政窓口、民間店舗など、身近な人たちへの啓蒙啓発事業。　発達障害
　　への理解促進に繋がる行政機関への施策立案・提言、及び　プロセスの公開。

２）　支援センター認定の登録ボランティア制度を設け、親の会が主催するレクレーシ
　　ョン企画などへ派遣する。　登録ボランティア、事業所ヘルパーを対象とした、実
　　践形式の研修（トレーニングセミナー）を開催し、身近な支援者のスキルアップに努
　　める。

４）　様々な立場の人たちをターゲットとした、セミナー・イベントの実施。地域住民であ
　　れば、各地域の民生委員の協力を得て、支援センター主催の祭事を開き、地域の
　　健常の子どもたちへの理解推進・交流の場とする。

　　　民間の店舗であれば、コミュニケーションボードの設置を依頼し、設置店の宣伝を
　　ＨＰ等で実施する。　その他、ポスター啓発など自閉症・発達障害者への理解推進
　　策を立案、行政の担当部署に提案する。また、その施策の進行状況についてもＨＰ
　　を通じてオープンに公開する。

２）　支援センターの登録ボランティアと事業所ヘルパーの繋がりが発生し、支援者同士
　　で知恵を「分け与え合う」ことが可能となり、また、現場のノウハウを吸い上げやすくな
　　る。

地域生活支援

働きかけ
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